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第１章 基本方針 
   

      

      

      

      

       

 

 

 

  

食品の安全確保は，県政の重要な課題の一つであり，広島県では，平成 27 年３月に策定し

た「食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」に基づき，生産から消費に至る各段階で，

生産者，事業者，消費者及び行政の各者の取組により，食品の安全確保に関する施策を推進し

てきました。 

しかし，食中毒事件，食品の回収事案，不適正な食品表示など食品の安全・安心を脅かす事

例等が依然として発生している状況であり，また，食のグローバル化，中食・外食など食の外

部化の進展のほか，食品衛生法，食品表示法等の改正により，食品を取り巻く状況は大きく変

化しています。 

こうした食品の安全・安心に関わる状況の変化により，消費者の食品に対する関心は大きく

なり，食品に携わる者の取組が注視されるとともに，食品の安全・安心を確保するための対策

の強化が必要となっています。 

令和２年度県政世論調査によると，普段流通している食品に対して不安を抱いている県民は，

２割程度（21.5％）であり，前回調査時（平成 29 年度）から 10％以上減少しており，消費

者の食品に対する不安意識は軽減されつつあると考えられます。 

一方で，輸入食品や残留農薬，食品添加物の安全性などに不安を抱いている者も多く，今後

も食品の安全・安心の確保に向けて，農畜水産物の生産・流通や食品の製造・加工・販売など

に携わる生産者や事業者は，食品の安全性の確保などに努めるとともに，行政は，輸入食品の

検査強化や生産農家への農薬などの適正使用の指導強化及び安全な食品についての知識や情報

の提供などに取り組むことが依然として望まれています。 

今回の改正では，平成 27 年策定の「基本方針」の基本的な考え方を踏襲しつつ，新たに，

「安全」と「安心」の領域に分け，それぞれの領域における「10年後の目指す姿」を設定しま

した。また，「推進プラン」については，各領域の中で，取組の柱，取組の方向，基本施策及び

具体的取組を設定しました。これらを着実に実行するとともに，取組状況等を毎年度点検し，

食品の安全・安心確保対策を推進します。 

 

  

Ⅰ 趣旨 
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基本方針の位置づけ 

 

この基本方針は，食品の安全・安心を確保し，県民の健全な食生活と健康の保護を図ること

を目的として，行政，生産者，事業者及び消費者のそれぞれが主体的に取り組むための共通の

指針となるものです。 

 

 

あるべき姿 
 

 
食品の安全を確保するためには，生産から製造・加工，流通，消費に至る一貫した取組を推

進していくことが重要です。 

また，食品への安心は，「食品の安全確保」と「生産者，事業者，消費者及び行政の相互の信

頼」との相乗効果によって得られるものです。 

平成２７年策定の基本方針では，生産者，事業者，消費者及び行政が主体的に役割を果たし

ながら，食品の安全・安心確保対策に参画し，協働して取り組むための共通認識を明確にする

ため「あるべき姿」を定めました。 

今回の改正では，引き続き，この「あるべき姿」を実現するために，実効性のある取組を進

めていきます。 

生産者，事業者，消費者及び行政のそれぞれがこの共通認識を持ち，自主的かつ相互に連携

して，食品の安全・安心確保対策に取り組み，県民の健全な食生活と健康の保護を図ることに

よって，安全な食品を安心して食べることができる社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで創る，安全な食品を安心して食べることができる社会 

Ⅱ 基本的な考え方 Ⅱ 基本的な考え方 
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領域の設定と 10 年後の目指す姿 
 

  体系的に施策を推進するため，「あるべき姿」の構成要素である「安全な食品の提供」，「安心

感の醸成」の２つの領域を設定し，10年後を見据えた施策を計画的に展開するため，各領域に

「10年後の目指す姿」を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

生産者・事業者・消費者及び行政が相互に協働して食品の安全性を確保するためのリスク管

理の仕組みが構築されています。 

領域Ⅰ 安全な食品の提供 

 

 

流通している食品の正確な情報を簡単に入手できる仕組みが整備されており，安全な食品を

安心して食べることができています。 

領域Ⅱ 安心感の醸成 



  4  

 

 

基本的な視点 

 

 

○ 科学的根拠に基づく取組の推進 

食品の安全を確保するため，科学的根拠に基づく衛生管理や監視指導に取り組みま

す。 
 

○ 情報の提供による透明性と信頼性の確保 

食品への安心を確保するため，正しい情報を提供することにより，生産者，事業者，

消費者及び行政の相互理解を深め，県民の不安を解消します。 
 

○ 自主的な取組の推進 

食品の安全・安心を確保するため，生産者，事業者及び消費者それぞれの主体的な

取組を推進します。 
 

 

 

行政，生産者・事業者及び消費者の役割 

 

 

○ 行政の役割 

生産から消費に至る各段階における食品の安全・安心の確保に関する施策を総合的

に推進します。 

 

○ 生産者・事業者の役割 

食品の安全・安心の確保について自らが第一義的な責任を有していることを認識

し，食品の安全確保を図ります。 
 

○ 消費者の役割 

食品の安全・安心の確保に関する必要な知識と理解を深めるとともに，自主的かつ

合理的な行動と生産者，事業者，行政などへの働きかけを通じて食品の安全確保を図

ります。 
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基本方針及び推進プランの方向性 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
○ 基本的な視点 
○ 行政，生産者，事業者の役割と消費
者の取組 

○ 基本方針の内容 
・行政の施策 
・生産者，事業者の役割と消費者の取組 

食品の安全に関する基本方針 

 
○ 基本的な考え方 
○ 食を巡る現状と課題 
○ 推進プランにおける施策展開の視点と
主な取組 

○ 推進プランの項目と推進目標 
○ 行政の施策 
○ 生産者，事業者の役割と消費者の取組 

食品の安全に関する推進プラン 

○ 基本的な考え方 

○ あるべき姿 

『みんなで創る，安全
．．

な食品を安心
．．

して食べることができる社会』 

○ 領域の設定と 10年後の目指す姿 

  ＜領域Ⅰ 安全な食品の提供＞ 

「生産者・事業者・消費者及び行政が相互に協働して食品の安全性を確保するための 

リスク管理の仕組みが構築されています。」 

＜領域Ⅱ 安心感の醸成＞ 

 「流通している食品の正確な情報を簡単に入手できる仕組みが整備されており， 

安全な食品を安心して食べることができています。」 

○ 基本的な視点 

・科学的根拠に基づく取組の推進 

・情報提供による透明性と信頼性の確保 

・自主的な取組の推進 

○ 行政，生産者・事業者及び消費者の役割 

○ 取組の柱ごとの基本施策における取組及び数値目標 

食品の安全に関する基本方針及び推進プラン 

「安全な食品を安心して食べることができる社会」の実現 

数値目標のチェック(進捗状況の確認(毎年度)) 

推進プランの実行 

（H16.3～ 第１期～第４期） （H15.3～） 

（H27.3～） 



  6  

 

 

食品の安全に関する現状と課題 
 

前プランを策定した平成２７年度以降の食の安全に関する主な出来事及び社会情勢の変化に

伴う課題については，以下のとおりです。 

 

改正食品衛生法の影響 
 

（１）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化 

ＨＡＣＣＰを手法とした衛生管理は，欧米を中心とする先進国では義務化が進められており，

東京オリンピック・パラリンピックの開催により，全国的に波及すると考えられる訪日者の増

加を見据えて，国際標準と整合を図った食品衛生管理が求められています。 

そのため，原則として，すべての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が令和３年６

月から義務化されます。 

 

（２）広域的な食中毒事案への対策強化 

平成２９年に発生した広域的な腸管出血性大腸菌 O157 食中毒においては，食中毒情報の

探知，共通汚染源の調査などに遅れが生じてしまいました。 

そのため，広域的な食中毒の発生や広域流通食品の違反を探知した場合の拡大防止措置を速

やかに実施することを目的として，関係機関における連絡，連携体制を整備し，必要な対策等

が協議できるように，国の地方厚生局の管轄ごとに広域連絡協議会が設置されました。 

 

（３）食品の回収情報の報告の義務化 

  欧米では，法令により食品回収制度が設けられており，速やかに回収情報を公表できる体制

が整備されています。 

日本においても，回収情報を行政が把握し，早期の監視指導や消費者への情報提供を実施す

るため，食品の回収を行う場合には行政への届出が令和３年６月から義務化されます。 

なお，広島県では，取り扱う食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合において，

事業者等が回収に着手した際には，速やかに回収着手報告書を提出し，報告する旨を県条例に

より定めておりました。 

 

（４）指定成分を含む食品による健康被害情報の届出の義務化 

  アルカロイドやホルモン様作用成分が含まれる食品については，製造管理が適切でなく含有

量が均一でないこと，科学的根拠に基づかない摂取目安量が設定されている等により健康被害

につながったケースがあります。 

  そのため，薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会における専門家の科学的知見に基づき指

定された指定成分を含有した食品による健康被害情報を探知した場合に行政への届出が令和２

年６月に義務化されました。 
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全国の食中毒事件の発生状況 
 

全国の食中毒事件数は，単年で減少している年もありますが，ここ１０年間では，おおむね

横ばい状態で推移しており，患者数は，減少傾向にあります。 

また，近年発生している特徴的な食中毒事件として，広域流通している共通食材による広域

かつ大規模な食中毒事件が挙げられ，平成２８年には，きゅうりのゆかり和え，冷凍メンチカ

ツを原因とした腸管出血性大腸菌O157食中毒，平成２９年には，ポテトサラダを原因とした

腸管出血性大腸菌O157食中毒，きざみのりを原因としたノロウイルス食中毒が発生していま

す。 

そのため，全国の食中毒事件については，件数は増加していないものの，生産規模の拡大，

流通の広域化により，今後も広域的で大規模な食中毒の発生が懸念されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

広島県内の食中毒事件の発生状況 

 

広島県では，飲食に起因する事故防止のため，食品衛生法第２４条（監視指導計画）に基づ

き，食品関係施設の衛生状態や，食品の取扱等についての立入検査・指導や食品等の収去検査

を実施しています。また，食品等事業者の自主衛生管理の推進や県民への食品衛生に関する啓

発・リスクコミュニケーションに取り組んでいます。 

その結果，この１０年間で食中毒事件数は約１／10に減少しています。 
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食中毒事件数及び患者数の推移 
（出典：厚生労働省「食中毒統計資料」） 

食中毒事件数及び患者数の推移 
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広島県食品自主衛生管理認証施設 

 

広島県では，県民の食生活の安全・安心を確保するため，食品等事業者の自主的な衛生管理を

推進する「広島県食品自主衛生管理認証制度」を設けています。 

この制度は，消費者から見えにくく，評価されにくい営業者の日々の衛生管理の取組を積極的

に評価し，食品等事業者の衛生管理水準の向上を図るとともに，消費者に，より安全性の高い食

品を提供することを目的としています。（令和２年３月時点で，対象業種は２１業種です。） 

なお，この制度は，施設ごとに想定した危害を回避する取組を明文化し，県が設定した基準に

適合することを，県が指定する機関により認証するものです。この認証を受けた施設は，「HACCP

の考え方を取り入れた衛生管理」相当の管理がなされていると見なされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜制度の仕組み＞ 

＜認証の手順＞ 

＜認証マーク＞ 

 マークの色（本体；緑，背景；白） 
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食品表示の点検状況 

 

毎年１２月の広島県食品表示適正化推進月間には，食品表示の一斉点検を実施しており，点

検した施設のうち，１/３ 程度の施設で不適正な表示食品が見つかりました。 

 

  

 

食品表示に関する制度の改正 

 

 食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するた

め，食品衛生法，JAS 法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関

する包括的かつ一元的な制度が平成２７年に施行され，経過措置期間が令和２年３月末で終了し

ました。 

 また，平成２９年９月に食品表示基準の一部が改正され，原則としてすべての加工食品に原料

原産地の表示が義務付けられ，経過措置期間が令和４年３月末まで設けられております。 

 今後も，県民に対する食品表示制度の正しい理解を促進するとともに，食品等事業者に対し

て，適正な食品表示の実施を推進していく必要があります。 

 

 

食料損失の減少に向けた食品表示の重要性の高まり 
 

  近年，賞味期限切れや飲食店での食べ残しなどにより，廃棄されている食品への関心が高まっ

ています。 

  さらに，平成２７年に開催された「国連持続可能な開発サミット」により SDGｓ（持続可能

な開発目標）が採択され，「令和１２年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たり

の食品の廃棄を半減させ，収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料損失を減少さ

せる」という目標が設定されました。 

  これらのことから，生産者，事業者，消費者及び行政による食料損失の減少に向けた取組は，

より一層推進されていくと考えられます。特に，事業者においては，賞味期限の「年月日表示」

から「年月表示」への切り替えや，「３分の１ルール」の見直しなど，従来の食品表示の習慣を

改める動きが活発化しており，今まで以上に，食品表示への正しい理解が重要になってきていま

す。 

  

38% 33% 32% 42% 32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H27 H28 H29 H30 R1

不適正表示食品が見つかった施設
不適正表示食品の取扱いがなかった施設

（出典：広島県「食品表示の一斉点検結果について」） 

食品表示一斉点検における点検状況の推移 
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広島県内の在留外国人数及び外国人観光客数の状況 
 

県内人口は減少する中で，県内の在留外国人は増加傾向にあり，また，県内を訪れる外国人

観光客数は，平成２４年から令和元年において，８年連続で過去最高を更新しています。 

そのため，様々な国の方々に受け入れられるように，本県においても，HACCP に沿った衛

生管理の定着や食品のグローバル化に対して，注視していく必要があります。 

 

 
 

 

食品に対する不安意識 

 

県政世論調査によると，偽装表示や食中毒に対する不安意識は減少していますが，輸入食品，

農薬使用や食品添加物使用の安全性に対する県民の不安意識は増大しています。 

 

県民の食品に対する不安意識の推移 
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※在留外国人数は各年12月末現在

（出典：法務省入国管理局「在留外国人統計」及び広島県「広島県観光客の動向」）

（外国人観光客数：千人）

0% 20% 40% 60% 80%

食品添加物使用食品の安全性

O157などの食中毒

農薬使用農産物の安全性

食品の偽装表示

輸入食品の安全性

R2

H29

H26

（出典：広島県「県政世論調査」） 

在留外国人数と外国人観光客数の推移（広島県） 
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食品の安全性に関する知識の保有状況 

 

農林水産省が実施した調査によると，依然として，国民の約３割が食品の安全に関する知識

を十分には持っていないという結果になっています。 

 

食品の安全性に関する知識の保有状況 

 

 

新型コロナウイルス感染症による影響 

 

  令和２年１月に全国で初めて新型コロナウイルス感染症の感染者が確認され，同年３月には

本県で初めて感染者が確認されました。 

また，本県においては，令和２年４月から５月にかけて新型コロナウイルス感染症緊急事態

宣言の対象区域に指定され，１２月から令和３年２月にかけては本県独自の新型コロナウイル

ス感染拡大防止集中対策を実施してきました。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，飲食店などを利用する消費者の不安意識が高

まっており，本県としても，飲食店をはじめとする事業者の感染防止対策の推進を後押しする

必要があります。 

 また，コロナ禍における講習会等の開催に関しては，感染防止対策を徹底し，県民が安全に

受講できるように実施していきます。併せて，講習会のオンライン受講について，引き続き検

討する必要があります。 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分持って 
いる(12.3％) 

ある程度持って 
いる(57.7％) 

あまり持ってい 
ない(27.3％) 

全く持ってい 
ない(1.9％) 

（出典：農林水産省「食育に関する意識調査」(R1)） 
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第２章 推進プラン 
   

      

      

      

      

       

 

この推進プランは，基本方針に基づき，領域Ⅰ「安全な食品の提供」及び領域Ⅱ「安心感の醸

成」を設定し，それぞれ取組の柱を「衛生管理」，「危機管理」及び「食品表示」，「リスクコミュニ

ケーション」の２つずつに整理しました。 

各取組の柱の中では，目指す姿（５年後）を設定し，現在の社会情勢を記載しております。ま

た，取組の方向を掲げ，その中で基本施策を設定することで，目指す姿に向けた５年間の取組を

展開していきます。 

 

 

  施策領域 

安全な食品の提供 

安心感の醸成 

取組の柱 取組の方向 基本施策 

衛生管理 

危機管理 

 

食品表示 

リスクコミ

ュニケーシ

ョン 

１ 生産段階での 

安全確保 

２ 製造・加工・流通段

階での安全確保 

１ 危機管理事案の 

  早期収束 

 

１ 食品表示の正確な 

  情報伝達 

２ 食品表示の信頼性

の確保 

１ リスクコミュニケ

ーションの推進 

（１）安全な農産物の生産 

（２）安全な畜産物の生産 

（３）安全な水産物の生産 

（１）自主衛生管理の推進 

（２）監視指導体制の強化 

（３）食品検査体制の充実 

（４）輸入食品の安全対策の推進 

（１）危機管理体制の整備 

（２）危機管理対応の徹底 

（１）適正な食品表示の推進 

（１）食品表示に対する監視指導 

の充実 

（２）食品表示活用の啓発 

（１）食品の安全性に関する情報発信

の充実 

（２）生産者・事業者・消費者及び 

行政の相互理解の促進 

（３）消費者への正しい知識の普及 

＜施策体系図＞ 
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数値目標 
 

目標 
現状 

令和元年度 

目標 

令和７年度 

有症者 50 人以上の集団食中毒事件数 

（過去 5 年平均） 
2.6 件 2.0 件以下 

講習会受講者に占める HACCP を理解してい

る者の割合 
― 70％以上 

 衛生管理  
 

領域Ⅰ 安全な食品の提供 

目指す姿(５年後)  

生産者・事業者の生産工程管理・自主衛生管理が定着し，食中毒リスクの

少ない食品が提供できるようになってきており，県内における大規模な集

団食中毒の発生が抑えられてきています。 

社会情勢 

○ 近年，生産規模の拡大，流通の広域化により，大規模な食中毒事案の発生が懸念され

ています。 

○ 食品の安全確保については，食品等のリスクに関する正しい知識や最新の情報を共有

化し，農畜水産物の生産から食品の製造・流通，消費に至る一連の工程の各段階におい

て，科学的根拠に基づく必要な措置が適切に行われることが求められています。 

○ 農畜水産物の生産者は，農薬や医薬品等の適正な使用により環境への負荷を軽減する

経営を行うとともに，ＧＡＰ（農業生産工程管理）の導入推進や鳥インフルエンザウイ

ルス，貝毒等の対策を着実に実施し，安全な農畜水産物の提供に努めることが大切です。 

○ 食品衛生法が平成３０年６月に改正され，事業者のＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導

入が令和３年６月から義務化されます。ＨＡＣＣＰは，万が一食中毒が発生した場合に

原因究明や問題のある製品の特定，再発防止等を迅速・的確に行うことにも有効であり，

また，原材料の受入時の安全性の確認を行うことにより生産段階の原材料（農畜水産物）

の安全性を向上させることにもなります。ＨＡＣＣＰ導入後において，監視指導による

実施記録などの確認，講習会の開催による運用面での助言を行い，ＨＡＣＣＰを定着さ

せる必要があります。 

○ 事業者は，自主衛生管理に努め，食品の安全を向上させることが重要ですが，自らの

衛生管理を消費者にもわかるように取り組むことによって，消費者の食品に対する不信

感を払拭し，信頼の醸成に努めることが大切です。  

○ 生産者，消費者もＨＡＣＣＰの必要性等について理解し，事業者の取組を活発にして

いくことによって，県民の安全・安心確保に繋がっていくものと考えます。 
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１ 生産段階での安全確保 
 

（１）安全な農産物の生産 
 

 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 農薬の適正な販売と使用の徹底が強く

求められています。 

 

○ 農薬の販売者及び使用者に対し，農薬の適

正な販売や使用について啓発する必要があ

ります。 

○ 農薬取締法に基づき，農薬の販売者には

届出・帳簿の備付等，使用者には使用基準

の遵守等が義務付けられています。 

○ 農薬の販売者や使用者に対し，市町や毒物

及び劇物取締法を所管する保健所と連携し

た立入検査を実施する必要があります。 

○ 食品衛生法に基づき，残留農薬基準を超

える農産物の流通が禁止されています。 

○ 安全で効果的な防除を推進し，農薬の飛散

防止対策の徹底を図る必要があります。 

○ 肥料の品質の確保等に関する法律に基

づき肥料を生産・販売する者は，登録，届

出が義務付けられています。 

○ 肥料の生産販売者に対し，肥料の品質の確

保等に関する法律の周知を図る必要があり

ます。 

 

行政の取組  

 

取組 概要 

農産物の生産・流通

システムの工程管

理の推進 

○ 異物の混入等の危害を最小限に抑える「農業生産工程管理（ＧＡＰ）」

の導入を推進します。 

環境にやさしい農

業の推進 

○ 土づくりや化学肥料・化学合成農薬の使用削減を行う「安心！広島

ブランド」特別栽培農産物認証制度，エコファーマー認定制度及び有

機農業など環境にやさしい農業を推進します。 

 

  

○ 安全な農産物を提供するため，土壌等の生産環境の保全を図るとともに，農業者に対

し関係法令等の遵守を徹底し，肥料，農薬等の適正な使用を推進します。 
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取組 概要 

農業用生産資材の

安全性の確保と適

正使用の推進 

○ 農薬の販売者・使用者及び一般県民に対し，農薬使用が増加する時

期を捉え農薬の危害防止運動を実施し，農薬に対する正しい知識の啓

発を重点的に実施します。  

○ 農薬の販売者・使用者に対し，立入検査を実施し，適切な農薬の保

管状況や販売・使用状況を指導します。 

○ 安全で効果的な病害虫の防除法や農薬に関する情報を，ホームペー

ジにより提供します。 

○ 農薬取締法の権限を有する行政機関が会議等を通して，農薬に関す

る最新の情報を共有し，農薬の安全性の確保や適正使用を推進します。 

○ 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき，肥料の登録や届出が適

正に行われるよう指導します。 

生産環境保全対策

の推進 

○ 毎年度，大気，水質及び土壌の環境モニタリングを実施し，結果を

公表します。 

 

生産者の取組 

 

取組 概要 

農産物の安全性の

確保 

○ 農産物の生産から出荷までの工程の適切な管理による安全性の確保

に努めます。 

○ 農薬や肥料など農業用生産資材の適正使用に努めます。 

○ 生産者団体は，異物の混入等の危害を最小限に抑える「農業生産工

程管理（ＧＡＰ）」の導入を推進します。 

○ ＧＡＰに関する知識及び農薬等の適正使用に関する知識を保有する

従事者の育成を推進します。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《生産者》ＧＡＰ認証経営体数（累計） （R1）46経営体 ⇒（R7）156経営体 

《行 政》農薬危害防止講習会の開催数 ５回/年 
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（２）安全な畜産物の生産 
 

 

 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 死亡牛のＢＳＥ検査は，生産者が死亡牛

を一次保管施設に運搬した後に家畜保健

衛生所が検査材料を採取し，検査を実施し

ています。 

○ 検査対象月齢の死亡牛の全頭検査と適正

処理を確実に推進する体制を継続的に維持・

確保する必要があります。 

 

○ 国内において，鳥インフルエンザ，豚熱

などの畜産物の安定的な生産を脅かす恐

れのある家畜伝染病の発生が見受けられ

ます。 

○ 国内における畜産物の安定的な生産を確

保するため，家畜伝染病の発生とまん延を防

止する必要があります。 

○ 動物用医薬品販売業者や生産現場の立

入検査を実施しています。 

○ 動物用医薬品の不適切な使用を防ぐため，

特に獣医師の指示により販売される医薬品

の流通状況の監視と指導を継続する必要が

あります。 

○ 薬剤耐性菌の発現状況調査については，

対象とする家畜，菌種を定めて毎年全国統

一的に調査が実施されています。 

○ 薬剤耐性菌の発生を防ぐとともに，継続的

な指導と検査を実施する必要があります。 

 

○ 安全・安心な畜産物を提供するため，生

産段階における衛生管理指導が実施され

ています。 

○ 生産農場における衛生管理指導を継続し

て普及啓発する必要があります。 

 

○ 飼料製造・販売業者及び畜産農家等にお

ける飼料の適切な製造，保管，販売及び適

正使用が求められています。 

○ 家畜に給与される飼料の安全性を確保す

るため，定期的な立入検査や指導を継続する

必要があります。 

 

  

○ 安全な畜産物を提供するため，畜産農家に対し関係法令等の遵守を徹底し，飼料，動

物用医薬品の適正な使用を推進します。 



  17  

 

 

行政の取組 

 

取組 概要 

安全な畜産物の提

供に向けた検査・指

導等 

○ ＢＳＥ特別措置法に係る省令に基づく対象牛全てのＢＳＥ検査を実

施し，陰性を確認後，化製処理して焼却処分し，清浄性の維持を図り

ます。 

○ 畜産農家に肉骨粉等の動物由来蛋白質を含んだ飼料が反芻動物に給

与されないよう巡回指導を行うとともに，適切な飼料給与の周知を図

ります。 

○ 鳥インフルエンザなどの家畜伝染病等に対する監視，指導体制を継

続するとともに，県内での発生とまん延を防止します。 

○ 畜産経営農家及び獣医師に対し，動物用医薬品の使用実態調査を行

うとともに，適正使用を指導します。併せて医薬品の使用記録につい

て指導を行います。 

○ 動物用医薬品の使用に起因する薬剤耐性発現状況の調査を実施しま

す。 

○ 飼料及び飼料添加物製造業者，販売業者等に対する飼料安全法に係

る講習会の開催と立入検査及び畜産農家に対する飼料の適正使用の巡

回指導を行います。 

○ 農場ＨＡＣＣＰについて，畜産現場への導入のための普及・啓発を

図るとともに，取組農場に対する支援を行います。 

 

生産者の取組 

 

取組 概要 

家畜伝染病の発生

予防 

○ 飼養衛生管理基準の遵守によって農場での衛生管理の徹底に努めま

す。 

飼料及び動物用医

薬品の適正使用 

 

○ 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法

律を遵守し，農場における動物用医薬品の適正使用に努めるとともに，

使用の記録，保存に努めます。 

○ 飼料安全法を遵守し，家畜へ給与する飼料の適正使用に努めるとと

もに，飼料の使用に係る記帳，帳簿の保存に努めます。 

畜産における  

ＨＡＣＣＰの推進 

○ ＨＡＣＣＰに準じた衛生対策の取組に向けて課題を抽出し，自主衛

生管理等の設定による安全・安心な畜産物の生産を図ります。 

○ 農場ＨＡＣＣＰに関するスキルを有する人材を確保し，農場

ＨＡＣＣＰ又はこれに準ずる衛生対策の導入を図ります。 
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取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《行 政》死亡牛のＢＳＥ検査頭数 検査対象の死亡牛全頭 

《行 政》牛飼育農家の立入検査実施率 
100％ 

（各年度の監視指導計画時の件数以上） 

《行 政》鳥インフルエンザ浸潤状況調査件数 

100%（各年度の計画農場数以上） 

・定点モニタリング（継続） 

９農場 

・強化モニタリング（年 1回） 

国指針に基づく農場数 

《行 政》医薬品販売業立入検査実施率 
100％ 

（各年度の監視指導計画時の件数以上） 

《行 政》医薬品使用実態調査・指導（牛，豚，鶏）

実施率 

100％ 

（各年度の監視指導計画時の件数以上） 

《行 政》薬剤耐性菌の発現状況調査件数 特定畜種から特定菌種が分離された件数 

  



  19  

 

 

（３）安全な水産物の生産 
 

 

 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 食品の安全性に対する関心が高まるな

か，養殖水産物については，品質・衛生面

での管理の徹底と安全対策が求められて

います。 

○ 魚類養殖において，水産用医薬品（ワクチ

ンを含む。）の適正使用及び使用状況記録等

の指導や医薬品の残留検査の実施により，安

全・安心な養殖魚の供給体制を充実させる必

要があります。 

○ かき養殖については，生産者に正しい知識

を普及啓発し，養殖漁場の管理等を進める必

要があります。 

○ 貝毒については，貝毒対策実施要領等の

運用により毒化したかきの流通を防止し

ています。 

○ 貝毒対策実施要領等に基づき，関係する行

政機関，漁業者，漁業団体，流通及び加工業

者と連携し，貝毒プランクトンによる毒化状

況を監視する必要があります。 

 

行政の取組 

 

取組 概要 

水産物の生産段階

における衛生管理

等の普及啓発及び

貝類安全対策 

○ 水産用ワクチンの普及及び魚類養殖における養殖密度の適正化や医

薬品の抑制を推進します。 

○ かき養殖における漁場環境を改善するとともに，衛生的なかきの出

荷の普及啓発を進めることによって，安全，高品質なかきの供給体制

が確立されます。 

漁場環境の監視及

び指導 

○ 有毒プランクトンの発生状況調査及び貝類の毒化状況検査を実施

し，規制値を超えたあさりやかきなどの貝類の出荷の自主規制を指導

し，毒化した貝類の流通を防止します。 

 

  

○ 安全・安心な水産物の供給を推進するため，適切な生産管理や衛生管理の徹底を推進

し，衛生上の危害の未然防止を図ります。 

○ 安全なかきを提供するため，貝毒検査を実施し，有毒プランクトンにより毒化したか

きの市場流通を防止するとともに，安全で衛生的な出荷体制の確立を推進します。 
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生産者の取組 

 

取組 概要 

安全で高品質なか

きの提供 

○ 貝毒の自主検査を実施し，有毒プランクトンにより毒化したかきの

市場流通を防止します。 

○ かき関係業者によりかきの生産出荷対策を検討し，安全で衛生的な

出荷体制を確立します。 

○ 消費者に対し，貝毒対策や衛生対策を普及し，広島かきの安全性を

ＰＲします。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《生産者》貝毒安全対策（貝毒検査検体数） 86検体/年 

《行 政》魚病防疫・水産用医薬品適正使用等の巡回指導件数 44経営体/年 

《行 政》魚病防疫及び水産用医薬品適正使用等講習会開催数 ３回/年 

《行 政》かき出荷衛生対策講習会開催数 25回/年 

《行 政》貝毒行政検査検体数 216検体/年 
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２ 製造・加工・流通段階での安全確保 
 

（１）自主衛生管理の推進 
 

 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 食品衛生法改正により，令和３年６月か

ら，原則すべての事業者にHACCP の導入

が義務化されます。 

○ 小規模事業者に導入が求められる「HACCP

の考え方を取り入れた衛生管理」は，各業界団

体が示す手引書を参考にする等の簡略化さ

れた衛生管理を行うこととされており，定着

に向けた支援を充実させる必要があります。 

○ 中小規模の食品製造施設においては，企

業内に衛生管理に関する専門知識が十分

な人材が少ない状況にあります。 

 

○ 食品等のリスクに関する正しい知識や最

新の情報を共有化し，科学的根拠に基づく 

ＨＡＣＣＰの工程管理が実施できるような

人材を育成する必要があります。 

○ 広島県食品自主衛生管理認証制度は，よ

り高いレベルの衛生管理を導入したい小

規模事業者が取得することで，対外的に 

ＨＡＣＣＰ導入を示すことができますが，

制度の普及が進んでいません。 

○ 県が設定した基準に基づいた自主管理を

認証機関に認証されるため，対外的に  

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組んで

いることを示す制度として，小規模事業者を

中心に普及する必要があります。 

○ 食品営業施設及び給食施設における衛

生管理の中心となる食品衛生責任者の衛

生に関する知識やＨＡＣＣＰに関する知

識は十分とは言えません。 

○ 食品衛生責任者のレベルアップを図る必

要があり，営業許可等の更新時には衛生知識

の再確認を行う必要があります。 

○ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴

い，食品の宅配を専門とする事業者が増加

しており，流通段階での安全確保が危惧さ

れています。 

○ 食品の宅配を行う事業者は，製造又は調理

後の食品が消費者の手元に届けられるまで

の衛生管理を適切に実施する必要がありま

す。 

○ ＨＡＣＣＰとは，原材料入荷から製品出荷に至るまでの各工程での危害分析（ＨＡ）

を行い，重要管理点（ＣＣＰ）を設定し，継続的に監視・記録し，異常が認められた場

合は，速やかに対処する食品衛生管理手法です。 

○ 食品衛生法が改正され，原則すべての事業者に対して，ＨＡＣＣＰに沿った衛生管

理の導入が義務化されます。 

○ 今後，各施設等において，ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施し，その日々の記録

を残していくことが求められます。 

○ 県民の安全確保のため，事業者団体と連携し，ＨＡＣＣＰの定着を推進します。 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により，宅配専門の事業者が増加しています。 
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行政の取組 

 

取組 概要 

ＨＡＣＣＰ定着の

ための支援 

○ 「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」を実施する小規模事

業者に対して，各業界団体が示す手引書を参考にする等の簡略化され

た衛生管理が行えるよう，講習会等を開催し，HACCP 定着を支援し

ます。 

○ ＨＡＣＣＰのマニュアル作成等に対する相談に対応します。 

○ ホームページ等において，ＨＡＣＣＰに関する情報を提供します。 

自主衛生管理の促

進 

○ 責務の周知，食品衛生講習会の実施等により自主衛生管理の知識を

有する者を育成する支援を行います。 

広島県食品自主衛

生管理認証制度の

普及 

○ 自治体ＨＡＣＣＰである広島県食品自主衛生管理認証制度の普及に

より，ＨＡＣＣＰに取り組む事業者を支援します。 

事業者の食品の衛

生管理の核となる

人材の育成 

○ 食品の安全に関する講習会，出前講座等を開催します。 

○ 事業者の衛生管理を向上する上で地域のリーダーとなる食品衛生

推進員及び食品衛生指導員を育成します。 

○ 食品関係施設における衛生管理の核となる食品衛生責任者の講習

会等を通じて育成し，ＨＡＣＣＰなどの衛生知識の向上を図ります。 

○ 食品衛生に関する教育ＤＶＤ等の貸出しを行います。 

○ と畜場及び食鳥処理場の管理者，従事者に対する衛生指導及び講習

会等による衛生教育を実施します。 

給食従事者等の核

となる人材の育成 

○ 給食施設の衛生管理の中心となる栄養士や調理従事者を対象に， 

ＨＡＣＣＰや食中毒予防等の食品衛生に関する研修を行います。 

 

生産者の取組 

 

取組 概要 

ＨＡＣＣＰの定着 ○ 畜産物や水産物の生産者は，ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の定着を

目指し，ＨＡＣＣＰに関する知識の習得に努めます。 

○ 生産者団体は，ＨＡＣＣＰに関する講習会・衛生管理マニュアル作

成のための研修会を開催します。 

 

事業者の取組 

 

取組 概要 

ＨＡＣＣＰの定着 ○ ＨＡＣＣＰへの理解を深め，ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を定着さ

せます。 

○ 事業者団体は，ＨＡＣＣＰに関する講習会・衛生管理マニュアル作

成のための研修会を開催します。 
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取組 概要 

自主衛生管理の推

進 

○ 原材料の仕入れ，製造，加工等の記録の作成，保存に努めます。 

○ 原材料や製品の適正な保管管理に努めます。 

○ 食品関係施設や設備，器具等の洗浄消毒を実施し，施設の衛生管理

を徹底します。 

○ 食品添加物，残留農薬，細菌等の検査や外観，品質等をチェック

し，規格基準の遵守に努めます。 

○ 定期的な健康診断や検便を実施し，従事者の健康を確認します。 

○ 事業者団体は，衛生知識向上の研修会を開催します。 

○ 業界団体等が示す手引書に沿った衛生管理，又はＨＡＣＣＰに基づ

く衛生管理を実施します。 

給食施設における

衛生管理の推進 

○ 大量調理衛生管理マニュアル等に基づく衛生管理を徹底します。 

○ ノロウイルスによる食中毒予防の徹底を図ります。 

○ 関係の法律等及び管理基準を遵守し，ＨＡＣＣＰに関する記録・保

管を実践し，給食の安全に対する消費者の信頼を確保します。 

生乳生産現場におけ

る衛生管理の推進 

○ 関係の法律等及び管理基準を遵守し，ＨＡＣＣＰに関する記録・保

管を実践し，生乳の安全に対する消費者の信頼を確保します。 

食品の衛生管理の

核となる人材の育

成 

○ 地域全体の衛生管理意識を向上させるため，地域事業者団体のリー

ダーとなる食品衛生推進員及び食品衛生指導員を育成します。 

○ 事業者団体等が開催する，食品衛生に関する講習会・研修会に，従

事者を積極的に参加させ，食品関係施設内でＨＡＣＣＰの推進の核と

なる人材を育成します。 

○ 食品衛生責任者は，各種講習会に参加するとともに，営業許可等の

更新時における実務者講習会の受講に努めます。 

○ 食品関係施設における衛生管理の中心となる食品衛生責任者に対

し，ＨＡＣＣＰなどの衛生知識の向上を図ります。 

給食施設の衛生管

理の核となる人材

の育成 

○ 給食施設の衛生管理の中心となる栄養士や調理従事者は， 

ＨＡＣＣＰや食中毒予防等の講習会に参加し，知識の向上に努めます。 

宅配を含む流通段

階における衛生管

理の推進 

○ 製造又は調理を行う事業者は，食品が提供されるまでの温度，時間

等の管理について，宅配する事業者に伝達します。 

○ 宅配を行う事業者は，製造又は調理後の食品の衛生管理を実施し，

消費者への安全な食品の提供に努めます。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《事業者》広島県食品自主衛生管理認証新規取得件数 ２件/年 

《行 政》ＨＡＣＣＰ講習会の開催数 10回/年 

《行 政》食品衛生に関する人材育成のための講習会の開催数 100回/年 
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（２）監視指導体制の強化 
 

 

 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 加工食品の流通・販売形態は複雑化・多

様化しています。 

○ 食品衛生監視指導計画を策定し，重点

的・効果的な監視指導に努めています。 

○ 原材料等への使用添加物，含有アレルギ

ー物質等の安全・安心に関する情報を積極

的に入手し，原材料の安全性を確認するよ

う徹底を図る必要があります。 

○ 食品事故防止や違反食品排除の観点か

ら，引き続き効率的・効果的な監視指導を

行う必要があります。 

○ 有症者 50名以上の大規模な食中毒事件

が発生しています。 

○ 食中毒の多発しやすい時期に，監視指導

や食中毒予防の普及啓発を強化する必要が

あります。 

○ 食品衛生法改正により，令和３年６月か

ら，原則すべての事業者にＨＡＣＣＰの導

入が義務化されます。 

○ 「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管

理」は業界団体等の示す手引書に基づいて実

施されますが，小規模事業者においては，衛

生管理記録等を実施していないことが想定

されるため，監視指導の中で確認していく必

要があります。 

○ 食品衛生法の改正により，食品用器具，

容器包装のポジティブリスト制度が，令和

２年６月１日から導入されました。 

○ 省令で定められた製造管理の実施状況や，

ポジティブリスト制度に適合した食品用器

具，容器包装であることを事業者間で共有す

るためのしくみが整っているか，監視指導の

中で確認していく必要があります。 

○ 食品衛生の向上や適正な食品情報の提  

供を推進していく上で，食品衛生に関わる

行政職員には最新の知識や専門性の高い

指導スキルの習得が求められています。 

○ 食品表示や食品衛生の指導に関わる行政

職員は，食品の安全確保のための監視指導等

の活動が重要となるため，日々，研鑽に励み，

資質向上を図る必要があります。 

 

  

○ 食品の安全・安心確保のため，年間の監視指導計画を策定し，重点的・効果的な監視指

導を実施します。 
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行政の取組 

 

取組 概要 

監視指導の実施 ○ 毎年度，食品衛生監視指導計画を策定し，重点的・効果的な監視指

導等を実施します。 

○ と畜場及び食鳥処理場，生鮮食品の流通拠点であるせり売りや仲卸

業者店舗の指導を行います。 

○ 細菌性食中毒が発生しやすい夏期，多種多様な食品が流通する年末

に，食品事故防止，違反食品排除のため一斉監視を実施します。 

食中毒予防月間，ノ

ロウイルス食中毒

予防期間の実施 

○ 細菌性食中毒が発生しやすい７月～８月，ノロウイルス食中毒の多

発する１１月～１月には，食品関係施設への監視指導や食中毒予防の

普及啓発を強化します。 

ＨＡＣＣＰ定着の

確認 

○ 「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」を実施する小規模事

業者において，手引書に沿った衛生管理が実施できていることを監視

指導時に確認します。 

事業者を指導する

保健所職員の育成 

○ 研修会に参加するなど職員の資質向上に努め，監視指導時に事業者

に対するＨＡＣＣＰの適切な助言ができる指導者の育成を推進しま

す。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《行 政》食品衛生監視指導実施率 
100％ 

（各年度の監視指導計画時の件数以上） 
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（３）食品検査体制の充実 
 

 

 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 加工食品の流通・販売形態は複雑化・多

様化しています。 

○ 食品衛生監視指導計画を策定し，重点

的・効果的な検査に努めています。 

○ 原材料等への使用添加物，含有アレルギ

ー物質等の安全・安心に関する情報を積極

的に入手し，原材料の安全性を確認するよ

う徹底を図る必要があります。 

○ 食品事故防止や違反食品排除の観点か

ら，引き続き効率的・効果的な食品等の検

査を行う必要があります。 

なお，検査に当たっては，信頼性と透明性

を確保するため，食品衛生検査施設の業務管

理の徹底を図る必要があります。 

 

行政の取組  

 

取組 概要 

規格基準，遺伝子組

換え食品，アレルギ

ー物質を含む食品

等の検査の実施 

○ 毎年度策定する食品衛生監視指導計画に基づき，食品中の食品添加

物，食中毒菌･ウイルス，食品の規格基準の適合状況等の確認検査を実

施します。 

○ 遺伝子組換え食品の定性・定量検査，アレルギー物質の確認検査を

実施します。 

○ 残留農薬基準等の適合状況を確認するため，一度に複数の農薬が分

析できる検査を実施するとともに，検査対象とする農薬は適宜，見直

しを行います。 

と畜検査や食鳥検

査，ＢＳＥ検査の実

施 

○ と畜検査員及び食鳥検査員は，牛，豚，鶏などに対すると畜検査や

食鳥検査を行うとともに，２４か月齢以上の牛で，生体検査時に神経

症状や全身症状を示す牛を対象にＢＳＥ検査を適切に実施します。 

医薬品類似形態食

品実態調査及び試

買検査の実施 

○ 健康食品の流通実態を調査し，医薬品成分の含有が疑われる健康食

品の検査を実施します。 

 

  

○ 実際に流通する食品の安全性が確保されているかを確認するため，製造・加工・流通・

販売段階における食品の検査を実施します。 
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取組 概要 

食品の安全に関す

る調査研究活動の

実施 

○ 食品の安全・安心の確保に効果的な食品検査方法の構築などの調査

研究を行います。また，技術相談や現地指導，受託研究等を通して技

術的な課題の解決を図ります。 

 

事業者の取組 

 

取組 概要 

行政が実施する検

査への協力 

○ 行政が実施する各種検査への理解を深めるとともに，円滑な検査の

実施に協力することに努めます。 

○ 自主検査の実施に努めます。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《行 政》食品の試験検査検体数 6,600 検体/年 

《行 政》と畜検査頭数 処理される家畜全頭 

《行 政》ＢＳＥ検査頭数 
24 か月齢以上かつ生体検査時

に神経症状等を示す牛全頭 

《行 政》食鳥検査検体数 
大規模処理施設で処理される

鶏全羽 

《行 政》医薬品類似形態の健康食品の買上げ検査検体数 10検体/年 
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（４）輸入食品の安全対策の推進 
 
 
 
 
 
 

 

 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 輸入食品の届出件数は，増加傾向にあ

り，多種多様な食品が流通しています。 

国内で使用が認められていない食品添

加物の使用や輸入食品の残留農薬や異物

混入事例が発生しており，輸入食品への県

民の不安は依然として高く，輸入食品に対

する監視指導の要望が高まっています。 

○ 食品の安全確保は，一義的に事業者の責

務であるため，輸入食品等の仕入れ時に

は，情報入手し安全確認に努める必要があ

ります。また，行政は，違反の可能性の高

い食品の規格基準，指定外添加物の使用，

残留農薬基準等について収去検査を実施

し，違反食品の排除に努めていく必要があ

ります。 

○ 輸入食品の安全確保は，まず，検疫所に

おいて輸入時の検査が実施されていること

から，国との連携を図りながら効果的・効

率的な検査等を実施する必要があります。 

 

行政の取組 

 

取組 概要 

輸入食品の監視指

導の充実強化 

○ 輸入食品の取扱量の多い市場及び大型量販店の監視指導を実施する

とともに，食品添加物・残留農薬等の収去検査及び苦情等に基づく試

験検査を実施します。 

○ 広島県輸入食品衛生対策協議会を開催するなど，関係機関が連携を

図り，計画的，効果的な輸入食品の衛生対策について協議します。 

 

事業者の取組 

 

取組 概要 

輸入食品の安全確

保 

○ 輸入食品等の仕入れ時には，製品情報を入手し，安全確認を実施し

ます。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《行 政》広島県輸入食品衛生対策協議会の開催数 １回/年 

《行 政》輸入食品の試験検査検体数 450 検体/年 

○ 輸入食品の安全確保は，国の役割として，検疫所において輸入時の検査が実施されてい

ることから，国との連携を強化し，効果的・効率的な検査等を実施します。 
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社会情勢 

○ 食品流通の広域化，複雑化により，食中毒をはじめとする健康危機事案は複雑，広

域化する傾向にあり，事案発生時には，広域連携協議会を設置して対応しています。 

○ 最近では，農薬等の有害物質や異物混入による事故など予測しない事態の発生も見

られています。 

○ 生産者・事業者は，このような事態に迅速かつ的確に対応するため，日ごろから，

異変を早期に把握する体制を整備するとともに，緊急時におけるマニュアルを定め，

緊急時の連絡や被害拡大防止，原因究明を行うための対応等を備えておくことが重要

です。 

○ 欧米では，法令により食品回収制度を設け，速やかに回収情報を公表できる体制が

整備されており，日本でも回収情報を行政が把握し，早期の監視指導や消費者への情

報提供の実施が求められています。  

○ アルカロイドやホルモン様作用成分のうち，一定以上の量の摂取により健康被害が

生じるおそれのある成分を含有した食品は，行政による必要な情報収集を可能とし，

健康被害の発生・拡大を防止することが求められています。 

○ 行政は，緊急時の対応マニュアルを整備し，迅速な対応ができるよう研修や訓練等

を実施するとともに，平常時から関係機関との連携，協力体制の確保に努め，事案対

応に備える必要があります。 

○ また，県民の不安解消を図るため，事案発生時には，ホームページやマスコミ等を

通じて，正確な情報を迅速に提供することにより，健康被害の拡大や風評被害の発生

を防止することが重要です。 

○ 食品事故の速やかな発見には，消費者が大きな役割を果たします。健康被害を最小

限に留め，被害を拡大させないためにも，日ごろから商品回収やリコール情報などに

関心を持ち，飲食の後に異常を感じた時には，速やかに医療機関を受診したり，相談

窓口へ申出を行うことが大切です。 

目指す姿(５年後)  

生産者・事業者が取り扱う食品において違反又は健康被害の可能性があ

る旨を探知した場合には，速やかな情報収集を行い，早期に製品の回収に

着手できるようになってきています。 

 

 危機管理  
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数値目標 
 

目標 
現状 

令和元年度 

目標 

令和７年度 

回収着手報告書提出までの所要日数 

※ 喫食時の健康被害の危険度によりクラスⅠ，Ⅱ，

Ⅲに分類されており，クラスⅠ及びⅡを対象とす

る。また，事業者が探知してから行政に提出するま

での所要時間とする。 

－ 1 日以内 

 

  

 

【食品衛生法違反又はそのおそれがある食品の回収報告におけるクラス分類について】 
 
○喫食時の健康被害の危険度によるクラス分類については，次の３分類とされています。 

※ 数値目標の対象としては，喫食時に重篤な健康被害になり得る可能性が高いクラスⅠ及び健

康被害が一定程度考えられるクラスⅡを対象とします。 

 

クラスⅠ：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い場合 

（例） 

 ・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜，ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品 

 ・ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品 

・有毒魚（魚種不明フグ，シガテラ魚等） 

 ・アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品 

 ・シール不良等により，腐敗，変敗した食品 

 ・有毒植物（スイセン，毒キノコ等） 

 ・硬質異物が混入した食品（ガラス片，プラスチック等） 

 

クラスⅡ：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が低い場合 

（例） 

 ・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品 

 

クラスⅢ：喫食により健康被害の可能性がほとんど無い場合 

（例） 

 ・添加物の使用基準違反食品 

 ・残留基準に違反する野菜や果物のうち，その摂取量が急性参照用量を超えないもの 
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１ 危機管理事案の早期収束 
 

（１）危機管理体制の整備 
 

 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 食品による健康被害は，流通等の複雑化

により広域化する傾向にあります。 

 

 

○ 食品による健康被害を未然に防ぐととも

に，発生した場合の被害拡大防止に向けて，

発生状況の把握，事業者の指導，消費者への

情報提供等を迅速に行う必要があります。 

○ 危機管理マニュアルの整備は事業者を

中心に進んできているが，回収等への対応

方法を定めている施設は６割程度にとど

まっています。 

○ 早期に回収着手できるよう，回収等に係る

責任体制及び具体的な対応方法を定めた危

機管理マニュアルを整備する必要がありま

す。 

○ 消費者は，健康被害等の発生時に，どこ

に連絡すればよいか迷ってしまうことが

あります。 

○ 緊急時に連絡できるよう，行政等の連絡先

一覧表を整備しておく必要があります。 

 

○ 食品衛生法改正により，食品の回収情報

の報告が令和３年６月から制度化されま

す。 

○ 回収着手報告の制度化を周知する必要が

あります。 

 

行政の取組  

 

取組 概要 

ＧＡＰの推進 
○ 生産工程の見える化やリスク管理の手法としてＧＡＰを推進するこ

とにより農畜水産物を原因とする健康被害の発生に備えます。 

危機管理の体制整

備の推進 

○ 食中毒対策要綱等の健康危機管理マニュアルの点検を行うととも

に，迅速かつ効果的な対応が図れるよう関係者の訓練や研修を行いま

す。 

 

  

○ 農畜水産物による健康被害事案が発生した場合に備え，生産履歴等の記録を推進し

ます。 

○ 生産者，事業者が危機管理マニュアルを整備することで，速やかな情報収集ができる

体制を構築します。特に，マニュアル中には，回収等が発生した際の対応方法を定めて

おき，早期回収着手できる体制の整備を推進します。 
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取組 概要 

危機管理マニュア

ル作成等の支援 

○ 事業者への食品事故等発生時の危機管理マニュアルについて，ひな

型（例）を県ホームページに掲示するとともに，作成への支援を実施

する。特に，回収等を実施する場合の責任体制及び具体的な対応方法

を明確にするマニュアルの作成を支援します。 

緊急時の連絡先の

作成の支援 

○ 消費者の緊急時の連絡先一覧表の作成等を支援します。 

回収着手報告の制

度化の周知 

○ 回収着手報告の制度化について，事業者等に周知します。 

 

生産者の取組 

 

取組 概要 

ＧＡＰの実践 ○ 農畜水産物を原因とする健康被害発生時に備え，ＧＡＰを実践する

ことにより，生産資材等の適切な使用，保管，管理の徹底に努めます。 

保健所への報告等 ○ 健康被害に繋がるおそれがある事案が発生した場合の保健所への報

告手順を定めます。 

 

事業者の取組 

 

取組 概要 

お客様相談窓口の

設置と危機管理体

制の構築 

○ 消費者の問合せや相談に対応するための担当者と連絡先を明確にす

るとともに，緊急時の対応マニュアルを整備し，迅速な対応ができる

よう研修や訓練等を実施します。 

苦情の集約・解析体

制の構築・強化及び

保健所への報告等 

○ 販売する食品等の苦情を集約，解析する体制を構築するとともに，

健康被害に繋がるおそれがある事案が発生した場合の保健所への報告

手順を定めます。 

 

消費者の取組 

 

取組 概要 

緊急時の連絡先の

作成 

○ 日ごろから，最寄りの医療機関や保健所等の緊急時の連絡先を確認

し，一覧表を備えます。 

○ 消費者団体は，緊急連絡先一覧表の作成を啓発します。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《事業者》危機管理マニュアル整備率 （R1）64％ ⇒（R7）70％以上 

《事業者》相談窓口の設置率 （R1）95％ ⇒（R7）98％以上 
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（２）危機管理対応の徹底 
 

 

 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 事業者等からの回収着手報告が遅れる

ことにより，消費者への周知などの対応が

遅滞してしまうことが見受けられます。 

○ マニュアルに沿った対応により，速やかな

回収等の対応を実施する必要があります。 

○ 速やかな回収着手報告を実現するため，電

子化による報告を推進する必要があります。 

○ 原因究明等の調査・検査を実施し，消費者

等に対する情報提供を推進する必要があり

ます。 

○ 生産者，事業者においては，危機管理に

関する従業員教育に苦慮していることが

想定されます。 

○ 生産者，事業者の従業員教育を支援する必

要があります。 

○ 健康被害の発生または健康被害のおそ

れがある情報を探知した場合に，マニュア

ルに沿った対応を速やかに実施できてい

ないことがあります。 

○ マニュアルに沿った対応が実施できるよ

う，従業員に対する回収等発生時の対応につ

いて，教育を実施する必要があります。 

 

行政の取組  

 

取組 概要 

食品衛生申請等シ

ステムによる回収

報告の推進 

○ 消費者の健康被害情報の収集や自主回収等の報告の徹底を図り，早

期の危害把握に努めるとともに，健康被害に影響する自主回収情報に

ついては，食品衛生申請等システムの利用を推進し，回収着手の情報

をできるだけ早期に把握し，ホームページ等により公表します。 

健康被害発生時の

調査 

○ 食中毒（食中毒疑いを含む）等の健康被害情報を探知した場合は，

迅速かつ的確な調査を行うとともに，原因究明，被害拡大及び再発防

止を図るための調査・検査を実施し，適切な措置を講じます。また，

必要に応じて，国，関係自治体と連携して対応します。 

危機管理教育の実

施 

○ 生産者，事業者を対象とした危機管理対応に関する講習会を実施し

ます。 

 

  

○ 事業者等が回収に着手した際には，速やかな報告，対応，公表により，被害の拡大を

防止します。 
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生産者の取組 

 

取組 概要 

迅速な自主回収へ

の着手 

○ 健康被害のおそれがある食品事案が発生した場合には，自主的な公

表や製品の回収により迅速かつ適確に対応し，行政に報告します。 

従業員教育 ○ 食品の安全に関する講習会等へ積極的に参加することにより，従業

員の危機管理対応力の向上を図ります。 

 

事業者の取組 

 

取組 概要 

迅速な自主回収へ

の着手 

○ 健康被害のおそれがある食品事案が発生した場合には，自主的な公

表や製品の回収により迅速かつ適確に対応し，行政に報告します。 

従業員教育 ○ 食品の安全に関する講習会等へ積極的に参加することにより，従業

員の危機管理対応力の向上を図ります。 

 

消費者の取組 

 

取組 概要 

異常時の対応 ○ 健康被害等が疑われる場合には，医療機関等へ相談するとともに，

食品の製造者や販売者等への申し出を行います。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《事業者》回収報告の食品衛生申請等システム活用率 （R1）― ⇒（R7）80％以上 
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数値目標 
 

目標 
現状 

令和元年度 

目標 

令和７年度 

表示違反（不良）による回収件数 

（過去３年平均） 
18 件 ８件以下 

 

  

社会情勢 

○ 食品表示は，消費者が食品を購入するときに，その製品の内容や取扱いを正しく理解

し，選択するための重要な情報源であるとともに，万が一事故が生じたときに，原因の

究明や製品回収等の行政措置を速やかに行うための手掛かりとなるものです。 

○ 食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を

確保するため，食品衛生法，ＪＡＳ法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合し

た食品表示法が平成２７年に施行され，その経過措置期間が令和２年３月末で終了し

ました。 

○ そのため，内容をよく理解したうえで，正しい食品表示を行うよう，事業者に対する

監視指導の強化及び周知啓発が必要です。 

○ これまでは，保健所等が行う食品表示一斉点検において注意を受けた事案のうち，不

適正な食品表示の原因は軽微な確認ミスによるものが大半であり，農畜水産物の生産

から食品の製造・流通，消費に至る各段階での自主点検を徹底することにより，防ぐこ

とができます。 

○ 消費者が安心して食品を購入することができるよう，生産者や事業者は，食品表示に

関する知識や意識の向上を図り，食品関係法令を遵守し，正しい食品情報を提供すると

ともに，消費者は提供された食品情報を理解し，活用していくことが重要です。 

 食品表示  
 

領域Ⅱ 安心感の醸成 

目指す姿(５年後)  

事業者が食品表示法に基づく表示制度を理解し，不適切な食品表示が減

少してきており，また，消費者が食品表示を確認する機会が増加し，商品の

情報を正確に把握できるようになってきています。 
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【食品表示法違反の食品の回収報告におけるクラス分類について】 
 
○喫食時の健康危害の危険度によるクラス分類については，次の２分類とされています。 

 

クラスⅠ：喫食により直ちに消費者の生命及び身体に対する危害の発生の可能性が高いもの 

 ・食品表示法第６条第８項に規定する事項として内閣府令で定める事項のうち，アレルゲン

（特定原材料に準ずる品目も含む。），及び L-フェニルアラニン化合物を含む旨に関する

表示 

 

クラスⅡ：喫食により消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性があるものであって

クラスⅠに分類されないもの 

 ・食品表示法第６条第８項に規定する事項として内閣府令で定める事項に該当する表示のう

ち，クラスⅠの対象となる表示事項を除いたもの（保存温度を本来表示する温度より高く

表示した場合，消費期限又は賞味期限を本来表示する期限よりも長く表示した場合など） 
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１ 食品表示の正確な情報伝達 
 

（１）適正な食品表示の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 食品衛生法，ＪＡＳ法及び健康増進法の

食品表示に関する規定を統合した食品表

示法が平成２７年に施行され，令和２年３

月末に経過措置が終了しました。 

○ 新しい食品表示制度を遵守し，正しい表示

が行われるよう，生産者，事業者に対して育

成講習会等を開催し，周知を行う必要があり

ます。 

○ 生産工程管理（ＧＡＰ）の啓発を行って

いますが，導入が一部の生産者や産地にと

どまっています。 

○ 引き続き，生産者に対し，生産工程管理に

よるリスク管理を推進する必要があります。 

○ 事業者の施設においては，適正な食品表

示を推進できる人材の確保に苦慮してい

ます。 

○ 事業者に対して食品表示に関する正しい

知識を付与する講習を行い，食品等を取り扱

う施設において適正な食品表示を推進する

核となる人材として，適正表示推進者を育成

する必要があります。 

 

行政の取組 

 

取組 概要 

食品表示制度の周知 ○ 現場での指導や講習会を通じて生産者に食品表示制度を周知

します。 

○ 農畜水産物の名称や産地情報の適正な伝達を推進します。 

○ 事業者を対象に，食品表示に関する法令を網羅した講習会を

開催し，食品表示制度を周知します。 

○ 法令改正や国の政策等食品表示制度に関する情報をメール配

信し，事業者のフォローアップを行います。 

食品表示講習会の開催 ○ 食品表示を所管する関係機関が，食品の輸入業者，販売者等を

対象に，食品表示に関する法令を網羅した講習会を開催します。 

○ 食品表示に関する研修会に講師を派遣します。 

 

 

○ 原材料に由来する食品事故が起こった場合に，速やかに原因を解明するため，生産工程

管理の記帳や産地情報の適正な伝達を推進します。 

○ 不適正表示を防ぐため，食品表示を担当する従事者の意識の向上を図り，食品表示の自

主点検の強化を推進します。 
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取組 概要 

適正表示推進者の育成の

推進 

○ 食品の適正表示推進者育成講習会等を通じ，食品表示の正し

い知識を付与し，事業者の中に適正表示推進の核となる人材を

育成するとともに，法令改正等のフォローアップを行います。 

 

生産者の取組 

 

取組 概要 

生産履歴記帳の推進 ○ 農業生産団体は，米や野菜の生産履歴記帳運動を進めていき

ます。 

○ 牛トレーサビリティ法に基づき，耳標の装着，管理を行い，牛

の個体管理の徹底を図ります。 

食品表示に関する知識の

習得 

○ 食品関係団体や行政等が開催する講習会・研修会に積極的に

参加し，新しい食品表示制度を中心とした適正な表示に関する

知識を習得します。 

 

事業者の取組 

 

取組 概要 

食品表示の自主点検の強

化 

○ 「食品表示自主点検の日」を設け，食品表示の自主点検を強化

します。 

○ 日々の営業活動においては，産地が変更する場合があるので，

産地情報を確認し，適正な表示を徹底します。 

○ 食品表示適正化推進月間事業へ参画し，食品表示，品質表示等

の確認業務の自主点検を行います。 

表示不備による自主回収

等の実施 

○ 不適切な表示があった場合には，行政機関への報告を行い，速

やかに自主回収等の適切な対応を行います。 

食品表示に関する知識の

習得 

○ 食品関係団体や行政等が開催する講習会・研修会に積極的に

参加し，新しい食品表示制度を中心とした適正な表示に関する

知識を習得します。 

○ 育成講習会により適正表示推進者を育成し，フォローアップ

講習会により継続して知識を習得します。 

○ 食品適正表示推進者を中心に現地研修や勉強会を行い，適正

な食品表示を担う従事者の能力・意識の向上を図ります。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《行 政》食品表示講習会の開催数 10 回/年 

《行 政》適正表示推進者の育成数 50 人/年 
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２ 食品表示の信頼性の確保 
 

（１）食品表示に対する監視指導の充実 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 食品衛生法，ＪＡＳ法及び健康増進法の

食品表示に関する規定を統合した食品表

示法が平成２７年に施行され，令和２年３

月３１日に経過措置が終了しました。 

○ 新しい食品表示制度を遵守し，正しい表示

が行われるよう，生産者，事業者に対する監

視指導を実施する必要があります。 

○ 本県の食品表示一斉点検では，点検を実

施した量販店の３割以上で表示に関する

指導を受けています。 

○ 事業者が，法令を遵守し，食品表示の自主

点検をさらに強化することが必要です。 

○ 食品表示を所管する行政機関が連携した

食品表示調査を行うとともに，違法行為に対

しては，厳正に対処する必要があります。 

 

行政の取組 

 

取組 概要 

食品表示の適正化に

向けた産地情報伝達

等の確認調査 

○ 農畜水産物を生産し，販売する者を対象に，食品の名称・原産地

等食品表示の確認調査を実施します。 

○ 農畜水産物を生産し，加工販売する者を対象に，原料原産地等食

品表示の確認調査を実施します。 

食品表示の適正化に

向けた原料原産地等

の確認調査 

○ 製造・加工業者及び仲卸業者を対象に，原料原産地等の確認調査

を実施します。 

○ 小売店舗における食品の名称・原産地等食品表示の確認調査を実

施します。 

米トレーサビリティ

法に基づく産地情報

伝達等の確認調査 

 

 

○ 米，米加工品を取り扱う生産者を対象に，取引の記録の作成・保

存及び産地情報の伝達の確認調査を実施します。 

○ 米，米加工品を取り扱う事業者を対象に，米トレーサビリティ法

に基づく取引の記録の作成・保存及び産地情報の伝達の確認調査を

実施します。 

○ 米・米加工品を取り扱う小売店，外食事業者を対象に産地情報の

真正性について調査を実施します。 

 

 

○ 食品表示法，景品表示法，米トレーサビリティ法等に基づく確認調査や監視指導を行い，

食品表示の適正化を推進します。 
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取組 概要 

牛トレーサビリティ

法に基づく産地情報

伝達等の推進 

○ 消費者に産地情報が適切に伝わるよう畜産農家に対して耳標管

理の指導を行います。 

景品表示法に基づく

指導 

○ 適正表示についての事業者指導を実施します。 

食品表示適正化推進

月間の実施 

○ 多種多様な食品が流通する１２月を「食品表示適正化推進月間」

と定め，表示を所管する関係機関が連携して，食品表示の一斉監視

等を行います。 

食品偽装表示対策チ

ームによる調査 

○ 食品表示を所管する行政機関が連携し，食品偽装表示対策チーム

による適正な食品表示調査を行うともに，意図的な違法行為に対し

ては，警察組織と連携して厳正に対処します。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《行 政》米トレーサビリティ法に基づく確認調査実施率 
100％ 

（各年度の監視指導計画時の件数以上） 

《行 政》食品偽装表示対策チームによる調査件数 ３件/年 

《行 政》食品表示適正化推進月間の一斉監視施設数 50施設/年 
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（２）食品表示活用の啓発 
 
 
 
 
 
 

 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 食品表示は，複雑で分かりにくい状況に

あります。 

○ 消費者が商品を購入する際に，知識不足

により，食品表示を十分に活用できていな

い状況にあります。 

○ 消費者が食品表示制度を理解できるよう

基本的な情報をわかりやすく提供するとと

もに，食品表示について，学ぶ機会を広く提

供する必要があります。 

 

行政の取組 

 

取組 概要 

消費者への食品表示

制度の広報 

○ 食品表示に関するわかりやすい資料を作成し，ホームページ等に

掲載します。 

食品表示に関する相

談対応 

○ 食品表示に関する疑問等の相談に対応します。 

 

事業者の取組 

 

取組 概要 

消費者への相談対応 
○ 消費者からの食品表示に関する相談や問合せには，誠実に対応し

ます。 

 

消費者の取組 

 

取組 概要 

食品表示に関する知

識の向上及び実践 

○ 関係団体や行政等が開催する講習会・研修会に積極的に参加し，

食品表示，品質表示に関する知識を習得します。 

○ 食品の購入，保存，調理等を行うときには，食品表示を確認し，

適切に取り扱います。 

店頭での表示確認 ○ 食品表示ウォッチャー制度を活用し，行政と連携して，店頭での

表示の確認等を行います。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《消費者》食品表示ウォッチャーによる調査件数 1,000件/年 

○ 消費者がより一層安心して食品を購入できるよう，食品表示制度に関する広報を実施し，

食品表示に関する知識の習得及び食品の購入時の活用を推進します。 
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社会情勢 

○ 消費者の食品への安心感の向上のためには，消費者が，生産者，事業者等とリスク

やその対策についての情報を共有し，双方向の意見交換を通じながら，適切に対応す

る能力を身に付ける必要があります。 

○ 生産者や事業者は，自らの取組等について情報提供するとともに，体験型イベント

等において，消費者と双方向の意見交換を行い，理解を得ることも必要となっていま

す。 

○ 近年，食物アレルギー疾患を持つ子どもの割合が増加しており，外食や中食におい

てアレルギー物質を含む食品の情報提供が求められています。食物アレルギーへの対

応が誤った判断で行われると，命が危険にさらされることもありますので，消費者の

ニーズに応じ，必要な情報を提供することが課題となっています。 

○ また，子育て世代ではインターネット等の利用が増えている一方で，高齢者では，

新聞や広報誌等の紙面での情報提供が利用されており，伝達方法を工夫することによ

り，効果的な情報発信が可能になると考えます。 

○ これらを踏まえ，行政が中心となり，生産者及び事業者と連携を図りながら，食品

のリスクだけでなく，食品の安全に関する情報をわかりやすく，積極的に提供すると

ともに，消費者が食品の安全について正しく理解し，考えることができる環境づくり

を進めます。 

○ 食品のリスク面だけでなく，摂取した場合の利益面に関しても周知していくことも

必要になっています。 

○ 近年のインターネット及び，ＳＮＳの発達・普及により，手軽に多くの情報を入手

することが可能となり，また，誰でも自由に情報を発信することができることから，

中には信頼性に疑わしい情報が見受けられる状態となっており，正しい情報が入手で

きる環境整備が求められています。 

○ ゲノム編集技術応用食品などの食品に関する新しい情報は継続して出ており，消費

者の不安は尽きないことから，情報発信の重要性が高まっています。 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，事業者や消費者の不安意識が広がっ

ており，対策が求められています。 

リスクコミュニケーション  
 目指す姿(５年後)  

行政が中心となって食の安全に関するリスクコミュニケーションを推進

し，生産者・事業者，消費者との相互理解を深める場が提供できており，流

通する食品に対する消費者の不安意識が軽減できるようになってきていま

す。 
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数値目標 
 

目標 
現状 

令和元年度 

目標 

令和７年度 

食品に関する苦情のうち，事業者等との対話

不足を起因とする苦情の割合 
21％ 10％以下 

 

  



  44  

 

 

１ リスクコミュニケーションの推進 
 

（１）食品の安全性に関する情報発信の充実 

 

 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 近年，県内の産直市は大規模化し，多く

の消費者が利用しています。 

〇 生産者と消費者とが直接的に情報共有や

意見交換ができる場として，産直市を有効に

活用する必要があります。 

〇 食品のリスクと消費者が感じるリスク

との乖離や食品の安全性への誤った思い

込みも存在しています。 

〇 食品の安全・安心に関する正しい情報をわ

かりやすく提供する必要があります。 

○ 近年，食中毒件数は減少しているもの

の，いつでも発生する危険性があります。 

○ 食中毒警報を発令し，消費者等に食中毒予

防を注意喚起する必要があります。 

○ 食中毒等が発生した場合，速やかに情報

収集できていない現状があります。 

○ 事業者や消費者に対して，食中毒等の情報

を提供する必要があります。 

〇 食品のリスクに対する科学的な知見が

深まり，安全性の確保の必要性が進む一

方，今まで認知されていなかったリスクも

顕在化しています。 

〇 体験型イベント等において，生産者，消費

者等がリスクやその対策についての情報を

共有し，双方向の意見交換を行い，相互理解

の促進を図る必要があります。 

○ 近年，食物アレルギー疾患を持つ子ども

の割合が増加しており，外食や中食におい

てアレルギー物質を含む食品の情報提供

が求められています。 

○ 食物アレルギーへの誤った判断による対

応で著しい健康被害を生じることもあるた

め，必要な情報提供を実施する必要がありま

す。 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により，事業者や消費者の不安意識が広が

っています。 

○ 事業者が実施している新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止につながる取組を推進

し，その取組を消費者に対して周知する必要

があります。 

○ 農畜水産物の安全・安心の総合的な理解を図るため，農畜水産物のリスクやその

対策の情報共有を推進します。 

○ 食品の安全に関する正しい知識を普及し，食品の安全・安心の総合的な理解を図

るため，食品のリスクやその対策の情報共有を推進します。 

○ 食品の安全性に関する新しい情報が出てきた場合には，速やかに分かりやすく発

信します。 

○ 食物アレルギーについて理解を深め，食物アレルギーを持つ子どもなどへの適切

な対応を推進します。 
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行政の取組 

 

取組 概要 

情報収集・発信ツー

ルの確立 

○ 事業者団体が，事業者の食品の安全・安心等に関する情報を一元的

に収集するためのツール確立を支援します。 

○ 子育て支援施策と連携し，「イクちゃんネット」を活用した情報発信

を行います。 

電子媒体等による

情報提供の実施 

○ 県ホームページや県公式 Facebook 等のインターネット環境を利

用し，生産者・事業者，消費者に対して，食品の安全に関する情報を

分かりやすく提供します。 

食中毒警報発令事

業の実施 

○ 細菌性の食中毒が発生しやすい気象条件となった場合に食中毒警報

を発令し，マスコミや市への資料提供等を通じ，消費者等に食中毒予

防を注意喚起します。 

食中毒情報等の提

供 

○ 広報紙，ホームページ等，各種媒体を活用した情報提供を行います。 

なお，関係市町等へも情報提供を行います。 

食中毒事例や苦情

事例の情報提供 

○ 参考となる食中毒事例や苦情事例をホームページ等で情報提供しま

す。 

食物アレルギーへ

の対応支援 
○ 食物アレルギーに関する研修会を開催します。 

新型コロナウイル

ス感染症の予防対

策の推進 

○ 感染予防対策を見える化させる取組として「新型コロナウイルス感

染症対策取組宣言店」及び「広島積極ガード店」のシステムを構築し，

事業者の感染予防対策の取組を推進するとともに，消費者の不安意識

を取り除きます。 

 

生産者の取組  

 

取組 概要 

産地からの情報発

信の充実 

○ 産直市ホームページを充実し，県内産農畜産物の生産に関する情報

を消費者に直接発信します。 

○ 産直市のイベント等を通じて，県内産農畜水産物の安全・安心をＰ

Ｒします。 

 

事業者の取組 

 

取組 概要 

消費者への情報提

供の充実 

○ 消費者からの問合せに丁寧に対応できるよう，お客様相談窓口や専

任担当者の配置等に努めます。 

○ ホームページやチラシ等を活用して，食品の安全に関する情報提供

を行います。 
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取組 概要 

情報収集・提供シス

テムの確立及び情

報提供協力 

○ 事業者団体は，事業者の食品の安全・安心等に関する情報を一元的

に収集するためのツールを確立します。 

○ 事業者は，事業者団体の確立した情報収集・提供システムに協力し，

食品の安全に関する情報の提供に努めます。 

食物アレルギーへ

の対応 
○ 研修会等に参加し，食物アレルギーに関する知識を習得します。 

新型コロナウイル

ス感染症の予防対

策 

○ 感染予防対策を見える化させる取組として「新型コロナウイルス感

染症対策取組宣言店」及び「広島積極ガード店」の登録を行い，施設

に宣言書やステッカーを掲示します。 

 

消費者の取組 

 

取組 概要 

積極的な情報収集

の推進 

○ 食品の安全性に関する疑義照会がある場合，お客様相談窓口を活用

します。 

○ 積極的に事業者や行政のホームページを確認し、食品の安全に関す

る情報の入手に努めます。 

新型コロナウイル

ス感染症の予防対

策 

○ 事業者の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」宣言書や「広

島積極ガード店」ステッカーを確認し，施設で実施する感染対策に協

力します。 

食物アレルギーへ

の理解の促進 

○ 食物アレルギーについて理解を深め，食物アレルギーを持つ子ども

などへの適切な対応を推進します。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《行 政》電子媒体等を活用した情報発信の実施回数 50回/年 

《行 政》飲食店等の「新型コロナウイルス感染症 

対策取組宣言店」実施件数（累計） 

（R3.1月時点）10,561件 

⇒（R7）15,000件 

《行 政》飲食店等の「広島積極ガード店」実施件数（累計） 
（R3.1月時点）6,221件 

⇒（R7）10,000件 
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（２）生産者・事業者・消費者及び行政の相互理解の促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

〇 食品のリスクに対する科学的な知見が

深まり，安全性の確保に必要性が進む一

方，今まで認知されていなかったリスクも

顕在化しています。 

〇 体験型イベント等において，事業者，消費

者等がリスクやその対策についての情報を

共有し，双方向の意見交換を行い，相互理解

の促進を図る必要があります。 

〇 食品のリスクと消費者が感じるリスク

との乖離や食品の安全性への思い込みも

存在しています。 

〇 食品の安全・安心に関する正しい情報をわ

かりやすく提供する必要があります。 

 

行政の取組 

 

取組 概要 

食品のリスクに対

する総合的な理解

の推進 

○ 生産者，事業者及び消費者の間で情報や意識の共有を図るとともに，

生産から製造・加工，調理，流通，消費に至る食品のリスクの総合的

な理解を深めるため，講演会や意見交換会等を通じてリスクコミュニ

ケーションを推進します。 

関係者のニーズの

把握 

○ 意見交換会等の開催に合わせてアンケート調査を行い，生産者，事

業者及び消費者が抱える食品の安全・安心確保に関する課題を把握し，

行政の取組に反映します。 

 

生産者の取組 

 

取組 概要 

食品のリスクに対

する総合的な理解 

○ 食品のリスクとその対策について情報共有を図り，生産から製造・

加工，調理，流通，消費に至る食品のリスクに対する総合的な理解に

努めます。 

○ 消費者を対象として，生産現場の見学等を開催します。 

 

  

○ 生産者・事業者，消費者及び行政など関係者全員で食品の安全・安心に関する情報交

換を行い，相互理解を促進します。 

○ 食品の安全・安心の総合的な理解を図るため，食品のリスクやその対策の情報共有を

推進します。 
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事業者の取組 

 

取組 概要 

食品のリスクに対

する総合的な理解 

○ 食品のリスクとその対策について情報共有を図り，生産から製造・

加工，調理，流通，消費に至る食品のリスクに対する総合的な理解に

努めます。 

○ 消費者を対象として，製造施設の見学等を開催します。 

 

消費者の取組 

 

取組 概要 

食品のリスクに対

する総合的な理解 

○ 食品のリスクとその対策について情報共有を図り，生産から製造・

加工，調理，流通，消費に至る食品のリスクに対する総合的な理解に

努めます。 

リスクコミュニケ

ーションへの参加 

○ 関係団体や行政，食品事業者等が開催するリスクコミュニケーショ

ンに積極的に参加します。 

○ パブリックコメント等の機会を活用し，食品の安全・安心について

意見を発信します。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《事業者》意見交換会の開催数 20回/年 

《行 政》食品安全推進協議会の開催数 ２回/年 

《行 政》パブリックコメントの実施回数 ４回/年 
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（３）消費者への正しい知識の普及 
 

 
 
 

現状と課題 

 

現状 課題 

○ 家庭が原因と思われる食中毒が発生し

ています。 

○ 食中毒についての知識を深め，家庭におけ

る食中毒予防の６つのポイントの普及を図

る必要があります。 

○ お祭り，学園祭，地域住民が開催する 

イベントなどでの食品の提供における  

Ｏ１５７など大規模な食中毒の発生が懸

念されています。 

○ 多くの消費者が参加するイベントでは，食

中毒が発生すると被害が大規模となります

ので，食中毒予防を徹底する必要がありま

す。 

○ ＨＡＣＣＰ，ＧＡＰの考え方が消費者に

普及しておらず，必要性が理解されていま

せん。 

○ ＨＡＣＣＰ，ＧＡＰの考え方や必要性につ

いて理解し，事業者の取組を活発にすること

が必要です。 

 

行政の取組 

 

取組 概要 

食品衛生に関する

知識の普及啓発の

強化 

○ ＨＡＣＣＰ，ＧＡＰの考え方や食中毒予防，食品添加物等の安全に

関して，講習会，出前講座，子ども手洗い教室等の開催，または，ホ

ームページやＳＮＳ，広報誌等により，消費者の食品衛生に関する知

識を普及啓発します。 

○ 食品衛生に関する教育用ＤＶＤ等の貸出を実施します。 

臨時出店相談にお

ける食品衛生知識

の普及・啓発の実施 

○ お祭りやイベント等に係る臨時出店の相談等において，食中毒予防

に関する知識の普及啓発を行います。 

 

 

  

○ 食品を安心して食べるためには，消費者が食品の安全に対する正しい知識を身に着

ける必要があり，消費者が知識を習得できる場を提供します。 

○ 食中毒は家庭等でも発生しており，また，近年では消費者が調理した料理等を提供す

るイベントが増えています。食中毒予防は，食品営業施設のＨＡＣＣＰの考え方と基本

的には同じです。 

○ 家庭や地域における食品の安全を確保するため，消費者一人ひとりの食中毒に関す

る正しい知識の習得と実践を推進します。 
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消費者の取組 

 

取組 概要 

食品衛生に関する

知識の習得 

○ ＨＡＣＣＰ，ＧＡＰの考え方や食中毒予防，食品添加物等の安全に

関して，講習会，出前講座，子ども手洗い教室等への参加，または，行

政の広報を積極的に確認し，食品衛生に関する知識の習得に努めます。 

地域や家庭等にお

ける食中毒予防の

実践 

○ お祭り，学園祭，地域住民が開催するイベントや家庭における食中

毒予防に取り組みます。 

 

取組の活動指標 

 

活動指標 目標値 

《行 政》消費者を対象とした講習会等の開催数 20回/年 

《行 政》消費者向けの食品安全情報の提供回数 40回/年 
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第３章 推進体制 
   

      

      

      

      

       

 

 

 

 

あるべき姿を実現するためには，第２章の推進プランに掲げる取組を，生産者，事業者，消費

者及び行政が，主体的に役割を果たしながら互いに協働して取り組むことが重要です。 

そのため，生産者・事業者・消費者関係団体及び行政並びに学識経験者が一堂に会する広島県

食品安全推進協議会を定期的に開催し，食品の安全に関するさまざまな問題について意見交換し，

基本方針及び推進プランの進捗管理や目標達成状況の評価を行い，それぞれの取組に反映させ，

食品の安全・安心の確保を着実に進めます。 

 

 

 

  

 Ⅰ 食品安全推進協議会 
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本推進プランでは，農畜水産物の衛生管理や消費生活，食育など県の重点的な施策のうち，本

推進プランに関連が高い取組について，緊密に連携して推進することにより食品の安全・安心の

向上を図ります。 

  

 

 

 

 

 

 

中国地区，瀬戸内沿岸関係府県市等と定期的に情報交換を図ります。 

また，大規模な食中毒の発生時，広域流通食品等に係る違反事案の発見時，有害物質に汚染さ

れた食品の流通等の判明時等には，関係自治体と連携して速やかに対策を講じ，被害及び流通の

拡大防止を図ります。 

  

 

 Ⅱ 県関係施策との連携 

Ⅲ 他の自治体との連携 
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厚生労働省中国四国厚生局及び広島検疫所と定期的に輸入食品等の情報交換を図ります。 

また，大規模な食中毒の発生時，食品事故による重篤な患者の発生時，化学物質に起因した健

康被害の発生時，輸入食品に係る違反発見時等には，厚生労働省に通報するとともに，連携して

必要な対策を講じ，被害及び流通の拡大防止を図ります。 

食品表示に係る違反発見時等には，必要に応じて消費者庁又は農林水産省地域センターに報告

し，連携して必要な対策を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度から令和７年度までの５か年計画とします。 

ただし，社会情勢の変化，施策に対する評価等を踏まえ，必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 Ⅳ 国との連携 

 Ⅴ 計画期間 


